
 

介護保険料の金額、段階設定、基準額については３年ごとに見直しが行われます。現在の基準額は、令和３年度～

令和５年度に小郡市で必要と予想される介護サービス費用や高齢者数の推移予測を基に算出しています。  

段 階  
対 象 者  保険料額  

住民税課税状況  本人の課税年金収入額・合計所得金額など  年 額  月 額  

第１段階  

本人が

住民税

非課税 

(※１)  

世帯全員

が住民税

非課税  

・生活保護受給者、老齢福祉年金受給者の方  

・前年の課税年金収入額（※２）と合計所得金

額（※３）の合計が８０万円以下の方  

１８，０００円  １，５００円  

第２段階  
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円を超え１２０万円以下の方  ２４，０００円  ２，０００円  

第３段階  
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が１２０万円を超える方  
４２，０００円  ３，５００円  

第４段階  
世帯に 

住民税 

課税の方

がいる  

前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円以下の方  ５４，０００円  ４，５００円  

第５段階  
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円を超える方  ６０，１２０円  ５，０１０円  

第６段階  

本人が住民税課税  

前年の合計所得金額が８０万円未満の方  ６６，１２０円  ５，５１０円  

第７段階  
前年の合計所得金額が８０万円以上１２０万円

未満の方  ７２，１２０円  ６，０１０円  

第８段階  
前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万

円未満の方  
７８，１２０円  ６，５１０円  

第９段階  
前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万

円未満の方  ９０，１２０円  ７，５１０円  

第１０段階  
前年の合計所得金額が３２０万円以上４５０万

円未満の方  １０２，１２０円  ８，５１０円  

第１１段階  
前年の合計所得金額が４５０万円以上６００万

円未満の方  １１４，１２０円  ９，５１０円  

第１２段階  前年の合計所得金額が６００万円以上の方  １２０，２４０円  １０，０２０円  

※１ 「住民税非課税」とは、住民税の所得割も均等割もかからないことです。  

※２ 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金、共済年金の老齢・退職年金など、住民税の課税対象となる年金収入額のこと

で、非課税となる遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含まれません。  

※３ 「合計所得金額」とは、市民税の非課税基準や扶養控除の所得制限に用いられる額で、地方税法第 292 条第１項第 13 号に 

規定する合計所得金額をいいます。具体的には、総所得金額、特別控除前の分離（長期・短期）譲渡所得金額、株式等譲渡

所得金額などについて、純損失、譲渡損失などの繰越控除を適用しないで計算した合計額をいいます（配当所得や株式等譲

渡所得は、税が源泉徴収され確定申告不要の場合がありますが、確定申告をすることにより合計所得に含まれます）。  

なお、介護保険料の算定には合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年

金等に係る雑所得（保険料段階が第１～５段階のみ）」を控除した金額を用います。 

※４ 税制改正により令和３年度以降の合計所得金額の算出方法が変更となりましたが、介護保険料の算出においては税

制改正の影響を受けないような対応を取っています。 

  

令和４年度 介護保険料段階   

※所得の低い高齢者の方（第１段階～第３段階）の介護保険料は、国の施策により、保険料の負担軽減が適用されます。 


